
○特定福祉用具購入
（償還払いのみ）

①１０割（全額）支払い 　③申請書、領収書
　（※原本）、用具
　のカタログの提出

②納品、領収書の発行

 　　　④費用の９割、8割
　　　　または7割を給付

○住宅改修 （工事前に必ず、事前申請を行ってください。以下は工事後の流れです）

（①償還払いまたは②受領委任払い）

①償還払い

①１０割（全額）支払い ③工事後の日付入り写真、
領収書（※原本）の提出

　②領収書の発行

④費用の９割、８割
または７割を給付

②受領委任払い

※領収書（被保険者本人の宛て）は窓口で原本を確認後、お返しすることが可能
です。その際は原本と写しを提出してください。

できるだけ複数の事業者から見積をとり、内容を検討しましょう。

相談・問合せ先　〒１６０－８４８４
新宿区歌舞伎町１－４－１

新宿区　介護保険課　給付係
TEL　０３－５２７３－４１７６

（※新宿区に登録した事業所のみ）

①費用の１割、２割
　または３割を支払う

③工事後の日付入り写真、
領収書（※原本）の提出

④費用の９割、
８割または７割
を給付

②領収書の発行

指定販売事業者

新宿区被保険者

事業所

新宿区被保険者

登録事業所

新宿区被保険者

被保険者負担分の

支払いのみで住宅

改修が可能です。

都道府県から指定を受けた

「特定福祉用具販売事業者」

からの購入品が対象です。
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